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第１節 介護保険サービスの充実 
 

１ 日常生活圏域について 

第４期計画において、町のほぼ中央に位置する獨協医科大学病院、町を南北に走る東武宇都宮

線などの社会的条件や交通事情及び介護保険事業や利用者の現状等を踏まえ、日常生活圏域を１

つとしています。高齢者が住み慣れた地域で継続した生活を送ることができるよう、第５期計画

においても、日常生活圏域を１つとし、施策を推進します。 

 

 

２ 介護サービス事業者数の推移 

本町の介護サービスの基盤である介護サービス事業者数の推移は以下のとおりです。 

利用者に対して必要なサービスが提供できるよう、必要に応じて事業所の新規参入・設立を促

すなど基盤を整備し、今後、ますます高まると予想される需要に対する供給量を確保する必要が

あります。 

 

■介護サービス事業者数の推移                                       （単位：事業者） 

 平成21年度 平成22年度 平成23年度 

訪問介護 6 6 6 

訪問看護 2 2 2 

通所介護 11 12 12 

通所リハビリテーション １ １ １ 

短期入所生活介護 3 3 3 

短期入所療養介護 １ １ １ 

福祉用具貸与 0 0 0 

居宅介護支援 12 10 10 

介護老人福祉施設 １（100床） １（100床） １（100床） 

介護老人保健施設 １（50床） １（50床） １（50床） 

小規模多機能型居宅介護 １ １ １ 

認知症対応型通所介護 ２ １ １ 

認知症対応型共同生活介護 2（36床） ２（36床） ３（54床） 

地域密着型介護老人福祉施設 0 0 ２（49床） 
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予防給付 

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

介 護 給 付 

要支援２ 要支援１ 

３ 介護サービスの今後の利用見込み量と確保のための方策 

（１）要介護認定区分 

本計画では、下図の７段階の区分を用いて認定を行います。 

要介護認定によって常時介護が必要とされた要介護者には、介護の必要の程度に応じた介護サ

ービスが提供され、その費用は介護給付として給付されます。 

要介護認定によって要介護状態の軽減、悪化防止のための支援や日常生活の支援が必要とされ

た要支援者には、支援の必要の程度に応じた介護予防サービスが提供され、その費用は予防給付

として給付されます。 
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（２）要支援・要介護者が利用できるサービス 

介護給付サービスは要介護者を対象とし、利用者のもつ心身の能力を活かしながら自立した日

常生活を送れるように支援することで、介護が必要な状態の軽減と介護状態の重度化を抑制しま

す。 

予防給付サービスは要支援者を対象とし、利用者の意欲を引き出し自立を支援することで、要

介護度の維持・改善を目指します。 

また、介護給付・予防給付サービスのうち、地域密着型サービスは高齢者が要介護状態になっ

ても住み慣れた地域での生活を維持できるよう、日常生活圏域内でのサービス利用を前提とした

サービスです。 

 

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス 

（１）介護予防居宅サービス 

①介護予防訪問介護  

②介護予防訪問入浴介護  

③介護予防訪問看護  

④介護予防訪問リハビリテーション  

⑤介護予防居宅療養管理指導  

⑥介護予防通所介護  

⑦介護予防通所リハビリテーション  

⑧介護予防短期入所生活介護  

⑨介護予防短期入所療養介護  

⑩介護予防特定施設入居者生活介護  

⑪介護予防福祉用具貸与  

⑫特定介護予防福祉用具販売 

（２）地域密着型介護予防サービス 

①介護予防認知症対応型通所介護  

②介護予防小規模多機能型居宅介護  

③介護予防認知症対応型共同生活介護 

（３）介護予防住宅改修 

（４）介護予防支援 

介
護
給
付
サ
ー
ビ
ス 

（１）居宅サービス 

①訪問介護  

②訪問入浴介護  

③訪問看護  

④訪問リハビリテーション  

⑤居宅療養管理指導  

⑥通所介護  

⑦通所リハビリテーション  

⑧短期入所生活介護  

⑨短期入所療養介護  

⑩特定施設入居者生活介護  

⑪福祉用具貸与  

⑫特定福祉用具販売 

（２）地域密着型サービス 

①夜間対応型訪問介護  

②認知症対応型通所介護  

③小規模多機能型居宅介護  

④認知症対応型共同生活介護  

⑤地域密着型特定施設入居者生活介護 

⑥地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

⑦定期巡回・随時対応型訪問介護看護（第５期計画期間から） 

⑧複合型サービス（第５期計画期間から） 

（３）住宅改修 

（４）居宅介護支援 

（５）施設サービス 

①介護老人福祉施設  

②介護老人保健施設  

③介護療養型医療施設 
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（３）施設入所者の推計にあたって 

平成 26 年度における施設利用者数は、利用者全体に占める要介護４・５の認定者の割合が

70％以上となるよう、国から指針が出されています。 

 

 
平成 

21年度 

平成 

22年度 

平成 

23年度 

平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

施設入所者数 216 214 212 247 281 281 

 

うち要介護４・５（人） 153 150 152 182 211 211 

施設利用者に対する 

要介護４～５の割合（％） 
70.8％ 70.1％ 71.7％ 73.7％ 75.1％ 75.1％ 

※対象は、介護老人福祉施設サービス、介護老人保健施設サービス、介護療養型医療施設サービス、地域密着型

介護老人福祉施設入所者生活介護。 

 

 

（４）施設・居住系サービスの基盤整備計画【整備年度】 

本計画においては、介護老人保健施設を１施設（50床）整備計画し、特別養護老人ホーム（広

域型・地域密着型）・認知症高齢者グループホームは、第４期計画までの施設整備において供給で

きるものと考え、第５期計画での整備は予定していません。 

 

 
第４期計画

まで 

第５期計画 

合計 平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

特別養護老人 

ホーム 
広域型 

１ 

（100床） 
   

１ 

（100床） 

介護老人保健施

設 
 

１ 

（50床） 
  

１ 

（50床） 

2 

（100床） 

特別養護老人 

ホーム 

地域密

着型 

２ 

（49床） 
   

2 

（49床） 

認知症高齢者 

グループホーム 
 

３ 

（54床） 
   

3 

（54床） 

合計  
７ 

（253床） 
  

１ 

（50床） 

8 

（303床） 
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（５）居宅介護サービス・介護予防サービス 

 

① 訪問介護・介護予防訪問介護 

訪問介護はホームヘルパーが家庭を訪問し、居宅要介護者に身体介護や生活援助などを行うサ

ービスです。また、介護予防訪問介護は要支援者を対象とし、利用者本人が自力では困難な行為

について、自立した日常生活を送れるように支援するサービスです。 

 第４期 第５期 

平成 

21年度 

平成 

22年度 

平成 

23年度 

平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

介護 
（人／年） 2,352 2,353 2,268 2,724 3,180 3,636 

（回／年） 28,481 30,684 31,752 52,676 61,564 70,384 

予防 （人／年） 605 606 636 696 744 804 

※平成 23年度以降は見込み 

 

 

② 訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護 

訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護は、要介護者・要支援者を対象とし、自宅に入浴車等で

訪問し、できるだけ居宅で能力に応じ自立した日常生活を営めるよう浴槽を提供して入浴の介護

をするサービスです。 

 第４期 第５期 

平成 

21年度 

平成 

22年度 

平成 

23年度 

平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

介護 
（人／年） 273 186 204 304 384 480 

（回／年） 1,135 739 936 1,265 1,573 1,866 

予防 （人／年） 0 0 0 0 0 0 

※平成 23年度以降は見込み 

 

 

③ 訪問看護・介護予防訪問看護 

訪問看護・介護予防訪問看護は要介護者・要支援者を対象に、看護師や保健師などが居宅を訪

問し、自立した生活を送ることを目的とした療養上の世話や診療の補助を行うサービスです。 

 第４期 第５期 

平成 

21年度 

平成 

22年度 

平成 

23年度 

平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

介護 
（人／年） 927 893 924 996 1,080 1,152 

（回／年） 8,570 5,083 5,988 6,328 6,883 7,343 

予防 
（人／年） 46 24 24 36 60 72 

（回／年） 241 79 84 144 261 324 

※平成 23年度以降は見込み 



 

 40 

④ 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション 

訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーションは、退院して自宅に戻った要介護

者・要支援者を対象に、理学療法士・作業療法士等が自宅に出向いて、その人に必要な機能訓練

や生活指導、家族へのアドバイスなどを行うサービスです。 

 第４期 第５期 

平成 

21年度 

平成 

22年度 

平成 

23年度 

平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

介護 
（人／年） 0 0 36 36 36 36 

（回／年） 0 0 516 516 516 516 

予防 
（人／年） 0 0 ０ 0 0 0 

（回／年） 0 0 ０ 0 0 0 

※平成 23年度以降は見込み 

 

 

⑤ 居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導 

居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導は、病院・診療所・薬局の医師・歯科医師・薬

剤師等が、通院が困難な要介護者・要支援者の自宅を訪問し、心身の状況や環境等を把握して、

それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行い、利用者の自立への意欲を高めるサービスです。 

 第４期 第５期 

平成 

21年度 

平成 

22年度 

平成 

23年度 

平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

介護 （人／年） 273 372 454 372 612 864 

予防 （人／年） 34 8 12 26 38 48 

※平成 23年度以降は見込み 

 

 

⑥ 通所介護・介護予防通所介護 

通所介護・介護予防通所介護は、要介護者・要支援者を対象に通所介護施設（老人デイサービ

スセンター等）において、入浴・排せつ・食事等の介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練

を行うサービスです。 

 第４期 第５期 

平成 

21年度 

平成 

22年度 

平成 

23年度 

平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

介護 
（人／年） 4,672 4,876 4,944 5,076 5,112 5,220 

（回／年） 39,770 42,341 48,696 50,016 50,412 51,504 

予防 （人／年） 871 945 888 944 1,008 1,068 

※平成 23年度以降は見込み 

 

 



 

 41 

⑦ 通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション 

通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーションは、要介護者・要支援者を対象に、

介護老人保健施設や病院・診療所等に通い、心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助

けるために必要なリハビリテーション（理学療法や作業療法等）を提供するサービスです。 

 第４期 第５期 

平成 

21年度 

平成 

22年度 

平成 

23年度 

平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

介護 
（人／年） 609 498 540 720 840 900 

（回／年） 4,471 3,750 4,236 5,583 6,514 6,965 

予防 （人／年） 102 165 156 248 332 420 

※平成 23年度以降は見込み 

 

 

⑧ 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護 

短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護は、要介護者・要支援者を対象に、利用者の心

身機能の維持・改善や、その家族の身体的及び精神的負担の軽減を目的として、老人短期入所施

設や介護老人福祉施設等に短期間入所し、入浴・排せつ・食事等の介護・その他の日常生活上の

世話や機能訓練を提供するサービスです。 

 第４期 第５期 

平成 

21年度 

平成 

22年度 

平成 

23年度 

平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

介護 
（人／年） 1,366 1,661 1,584 1,776 1,944 2,136 

（日／年） 10,000 14,970 16,224 17,772 19,188 20,736 

予防 
（人／年） 33 47 48 52 64 72 

（日／年） 139 192 288 312 336 360 

※平成 23年度以降は見込み 

 

 

⑨ 短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護 

短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護は、要介護者・要支援者を対象に、介護療養型

医療施設（介護老人保健施設・医療施設）等に短期間入所し、看護・医学的管理下のもと、介護・

機能訓練等の必要な医療や日常生活上の世話（入浴、排せつ、食事等の介護）を提供するサービ

スです。 

 第４期 第５期 

平成 

21年度 

平成 

22年度 

平成 

23年度 

平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

介護 
（人／年） 55 42 72 96 112 132 

（日／年） 542 434 624 726 884 1,026 

予防 
（人／年） 0 0 ０ 0 0 0 

（日／年） 0 0 ０ 0 0 0 

※平成 23年度以降は見込み 
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⑩ 特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護 

特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護は、都道府県の指定を受けた有料

老人ホームや軽費老人ホーム等の入所者である要介護者・要支援者を対象に、その施設で特定施

設サービス計画に基づき、入浴・排せつ・食事等の介護、その他の日常生活上の世話、または機

能訓練や療養上の世話を提供するサービスです。 

 第４期 第５期 

平成 

21年度 

平成 

22年度 

平成 

23年度 

平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

介護 （人／年） 115 147 192 238 248 258 

予防 （人／年） 32 61 60 76 83 86 

※平成 23年度以降は見込み 

 

 

⑪ 福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与 

福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与は要介護者・要支援者を対象に、自立と日常生活上の便

宜を図るため、また機能訓練のための用具を貸与するサービスです。 

 第４期 第５期 

平成 

21年度 

平成 

22年度 

平成 

23年度 

平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

介護 （人／年） 3,782 3,822 3,804 3,996 4,204 4,404 

予防 （人／年） 237 428 468 464 468 468 

※平成 23年度以降は見込み 

 

 

⑫ 特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売 

特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売は、要介護者・要支援者を対象に、排せつ・入

浴等に使われる貸与になじまない福祉用具を指定業者から購入した場合、支給限度基準額（10万

円）の９割を上限に、購入費の９割相当額を支給するサービスです。 

 第４期 第５期 

平成 

21年度 

平成 

22年度 

平成 

23年度 

平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

介護 （人／年） 82 111 96 180 180 180 

予防 （人／年） 23 18 24 48 48 48 

※平成 23年度以降は見込み 
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（６）地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス 

地域密着型サービスは、高齢者が要介護状態になっても住み慣れた地域での生活を24時間体制

で支えるという観点から、要介護者の日常生活圏域内にサービス提供の拠点が確保されているサ

ービスです。 

 

① 夜間対応型訪問介護 

夜間対応型訪問介護は、居宅の要介護者を対象に、夜間の定期的な巡回訪問や通報による訪問

を通じて、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の世話を行うサービスです。 

 第４期 第５期 

平成 

21年度 

平成 

22年度 

平成 

23年度 

平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

介護 （人／年） 0 0 0 0 0 0 

※平成 23年度以降は見込み 

 

 

② 認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護 

認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護は、要介護者・要支援者を対象に居宅

で生活する認知症である人について、通所介護施設（老人デイサービスセンター等）において、

入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練を行うサービスです。 

 第４期 第５期 

平成 

21年度 

平成 

22年度 

平成 

23年度 

平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

介護 
（人／年） 118 100 72 0 0 0 

（回／年） 1,251 1,046 816 0 0 0 

予防 
（人／年） 0 0 0 0 0 0 

（回／年） 0 0 0 0 0 0 

※平成 23年度以降は見込み 

 

 

③ 小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護 

小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護とは、要介護者・要支援者を対象

に、心身の状況や置かれている環境等に応じて利用者自身が日中の「通い」、「訪問」や「泊まり」

の組み合わせの中から選択し、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の世話及び訓

練を行うサービスです。 

 第４期 第５期 

平成 

21年度 

平成 

22年度 

平成 

23年度 

平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

介護 （人／年） 60 95 120 156 156 156 

予防 （人／年） 0 0 0 0 0 0 

※平成 23年度以降は見込み 
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④ 認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護 

認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護は、認知症の状態にある要介

護者、物忘れ等軽度の認知症が心配される要支援２と認定された方を対象とし、共同生活を行う

住居において、入浴、排せつ、食事等の介護等の日常生活上の世話及び機能訓練を行うサービス

です。一般的にはグループホームとして認知される、居住系サービスです。 

 第４期 第５期 

平成 

21年度 

平成 

22年度 

平成 

23年度 

平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

介護 （人／年） 353 365 528 612 612 623 

予防 （人／年） 0 0 0 0 0 0 

※平成 23年度以降は見込み 

 

 

⑤ 地域密着型特定施設入居者生活介護 

地域密着型特定施設入居者生活介護は、定員29人以下の有料老人ホームその他の施設に入居し

ている要介護者等に、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練など

を行うサービスです。 

 第４期 第５期 

平成 

21年度 

平成 

22年度 

平成 

23年度 

平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

介護 （人／年） 0 0 0 0 0 0 

※平成 23年度以降は見込み 

 

 

⑥ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、定員29人以下の特別養護老人ホームにおいて、

入所者に、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理など

のサービスを提供するサービスです。 

 第４期 第５期 

平成 

21年度 

平成 

22年度 

平成 

23年度 

平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

介護 （人／年） 0 0 0 120 588 588 

※平成 23年度以降は見込み 
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⑦ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護（新設） 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、重度者をはじめとした要介護高齢者の在宅生活を支え

るため、日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が密接に連携しながら、短時間の定期巡回型

訪問と随時の対応を行なうサービスです。 

 第４期 第５期 

平成 

21年度 

平成 

22年度 

平成 

23年度 

平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

介護 （人／年） － － － 0 0 0 

※平成 23年度以降は見込み 

 

 

⑧ 複合型サービス（新設） 

複合型サービスは、重度者をはじめとした要介護高齢者の在宅生活を支えるため、小規模多機

能型居宅介護と訪問看護など、複数の居宅サービスや地域密着型サービスを組み合わせて提供す

るサービスです。 

 第４期 第５期 

平成 

21年度 

平成 

22年度 

平成 

23年度 

平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

介護 （人／年） － － － 0 0 0 

※平成 23年度以降は見込み 

 

 

（７）住宅改修 

住宅改修は、居宅の廊下やトイレ等への手すりの取り付けや段差の解消など、在宅生活を容易

にするための改修を行った際の改修費について、支給限度基準額（20万円）の９割を上限として、

改修費の９割相当額を支給するサービスです。 

 第４期 第５期 

平成 

21年度 

平成 

22年度 

平成 

23年度 

平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

介護 （人／年） 82 70 71 72 80 84 

予防 （人／年） 17 22 24 36 36 36 

※平成 23年度以降は見込み 
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（８）居宅介護支援・介護予防支援 

居宅介護支援は、要介護者等が居宅において日常生活を営むことができるよう、介護支援専門

員（ケアマネジャー）が、利用する居宅介護サービス等の種類、内容等を定めた計画（ケアプラ

ン）を作成するサービスです。 

介護予防支援は、地域包括支援センターで介護予防サービスを提供するための予防計画を作成

し、さらにその介護予防サービス計画に基づいたサービスの提供が行われるように、介護予防サ

ービス事業者などとの連絡調整やその他の便宜の提供を行うサービスです。 

 第４期 第５期 

平成 

21年度 

平成 

22年度 

平成 

23年度 

平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

介護 （人／年） 7,191 7,338 7,416 7,720 8,016 8,316 

予防 （人／年） 1,504 1,689 1,680 1,828 1,968 2,112 

※平成 23年度以降は見込み 
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（９）介護保険施設サービス 

 

① 介護老人福祉施設 

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）は、寝たきりなどで常時介護が必要で、自宅では介

護を受けることが困難な要介護者を対象に、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上

の世話や機能訓練等のサービスを提供する施設です。 

 第４期 第５期 

平成 

21年度 

平成 

22年度 

平成 

23年度 

平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

介護 （人／年） 1,450 1,491 1,560 1,716 1,716 1,716 

※平成 23年度以降は見込み 

 

 

② 介護老人保健施設 

介護老人保健施設（老人保健施設）は、病状が安定し、在宅の生活への復帰を目指す要介護者

を対象に、機能訓練を中心とする医療ケアや入浴、排せつ、食事等の介護、その他日常生活上の

世話などのサービスを提供する施設です。 

 第４期 第５期 

平成 

21年度 

平成 

22年度 

平成 

23年度 

平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

介護 （人／年） 1,068 1,032 912 1,056 996 996 

※平成 23年度以降は見込み 

 

 

③ 介護療養型医療施設 

介護療養型医療施設は、長期にわたる療養が必要であると認められる要介護者が対象で、医療、

看護、介護及びリハビリテーション等のサービスを提供する施設です。また、この施設サービス

は平成23年度末で廃止が予定されていましたが、６年間の延長措置がとられています。 

 第４期 第５期 

平成 

21年度 

平成 

22年度 

平成 

23年度 

平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

介護 （人／年） 76 43 72 72 72 72 

※平成 23年度以降は見込み 
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４ 介護サービスの質的向上 

（１）居宅サービス等の質的向上 

① 介護予防サービスのケアマネジメント 

介護予防サービスを提供する際、軽度認定者のニーズに対応したサービスメニューが必要であ

るため、介護予防ケアマネジメントの過程で設定される個別の目標に基づく一体的なプログラム

を提供します。 

また、利用者の意向に基づいて専門家の支援も得ながら、利用者の生活機能の維持・向上に対

する積極的な意欲を引き出す働きかけも行います。 

 

② 介護支援専門員の中立・公正な活動の確保 

介護支援専門員がサービス利用者の立場に立ったケアプランの作成を行えるよう、指導を行っ

ています。 

今後も、介護支援専門員の中立・公正な活動を確保するため、ケアプラン内容等の確認・指導

をしていきます。 

 

③ 介護支援専門員の資質向上 

介護支援専門員の資質向上に向けて、壬生町ケアマネジャー連絡協議会の中で事例検討やケア

プラン作成等の研修を行っていますが、さらなる資質向上を目指した研修を企画していきます。 

また、介護支援専門員に対して県などが主催する研修会等の情報提供と参加要請を行います。 

 

④ 訪問介護員・訪問看護師の資質向上 

利用者が求める充実したサービスを提供するため、サービス提供責任者の養成、訪問介護員（ホ

ームヘルパー）や訪問看護師に対する研修など、専門的な資質の向上を図るための活動を支援し

ていきます。そのため、サービス事業者に対して県などが主催する研修会の情報提供と参加要請

を行います。 

 

⑤ 福祉用具・住宅改修の普及並びに活用の促進 

福祉用具の貸与や購入、住宅改修に関するサービス利用をより充実させるために、専門相談員、

介護支援専門員と町職員等が事前協議をしながら利用者の立場に立ったアドバイスや支援を行い

ます。 
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（２）施設サービス等の質的向上 

① 「居住福祉型」介護老人福祉施設の整備 

全個室やユニットケアなどの「居住福祉型」整備により、家庭に近い居住環境下で一人ひとり

の生活リズムを大切にしたケアの提供が可能となります。このため、改修計画のある施設には全

個室やユニットケアの採用を働きかけるなど、施設事業者と連携して高齢者の居住環境の充実に

努めます。 

 

② 施設における生活環境の整備 

理美容や教養娯楽など、高齢者が尊厳を保って心豊かな暮らしができるような生活環境の整備

が求められています。このため、施設整備にあたっては生活環境の整備を働きかけるなど、施設

事業者と連携して高齢者の生活環境の充実に努めます。 

 

③ 地域に開かれた介護施設 

世代間の交流や地域事業への参加をはじめ、緊急時の避難場所としての役割など、地域に開か

れた施設が施設入所者や地域住民から強く望まれています。このため、地域に開かれた施設とな

るよう施設事業者との協議を進めます。 

 

 

（３）その他 

① 「介護サービス情報の公表」制度の活用 

「介護サービス情報の公表」制度は、利用者が介護サービス事業者を適切に選択できるよう、

事業者に対して介護サービス情報の公表を義務づけるものです。このため、介護サービス利用者

やケアマネジャーがサービスを有効に活用できるように制度の周知に努めます。 

 

② 介護サービスの情報提供 

要介護認定の申請時や認定調査時、認定結果の通知時には利用案内チラシを活用して介護サー

ビスの情報提供を行っていきます。また、町ホームページへの掲載や介護サービスマップの配布

など、情報提供の内容や機会の充実を図ります。 

 

③ サービス事業者の振興・健全育成 

介護事業関係者と医師、保健師等が集まって、介護サービスの質的向上を目的とした情報交換、

事例検討によるケアプランの作成からサービス提供方法等について意見交換や研修を行います。 

また、介護給付サービス等を分析した結果は、サービス事業者等へ情報提供し、適正なサービ

ス供給量の確保やサービスの質的向上を目指します。 

 

④ 介護サービス事業者の運営基準の遵守 

町内にある地域密着型サービス事業者を定期的に訪問してサービスの提供内容や運営基準の遵

守などを確認します。 
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５ 介護給付適正化の推進 

（１）町が推進する事業 

適正化を通じて、利用者に対する適切な介護サービスの確保と、介護給付費や介護保険料の増

大の抑制を目指します。また介護給付の適正化は、介護保険の信頼性を高め、持続可能な介護保

険制度の構築に資するものです。 

介護給付の適正化の取り組みの重要性はさらに高まるものと考えられることから、これまでの

実施状況等を踏まえ、より効果的・効率的な取り組みを継続していきます。 

 

 

① 要介護認定の適正化【認定調査状況の点検】 

新規申請に係る認定調査について、町職員による調査（直営化）を行っています。 

今後も更新認定等、民間事業者に委託している認定調査の結果については、町職員による点検

を実施していきます。 

 

② ケアマネジメント等の適切化 

【ケアプランの点検等】 

給付実績等からケアプランを抽出して提出させ、その内容が利用者の自立支援に資する適切な

ケアプランであるか等を点検し、事業者への照会や指導を実施します。 

事業者や利用者宅への訪問などにより、ケアマネジメントの基本的な手順を踏んで行われてい

るかを確認します。 

今後も、ケアマネジャーの資質向上のため、研修会、情報交換会等を計画的に開催します。 

 

【住宅改修・販売（貸与）サービス利用の点検】 

利用者の状態に合った住宅改修となるよう、改修場所の実地確認や本人の状態確認を行います。 

また、特定福祉用具販売（福祉用具貸与）の利用状況について、居宅での要介護認定調査等の際、

販売（貸与）した福祉用具が適切に利用されているか、利用状況を確認します。 
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③ 事業者のサービス提供体制及び介護報酬請求の適正化 

【国保連介護給付適正化システムから提供される「医療情報との突合」・「縦覧点検」】 

国保連介護給付適正化システムから提供される「医療情報との突合」・「縦覧点検」情報につい

ては、誤請求や不正請求等の過誤調整に直結する内容が抽出されているため、定期的な点検が実

施できるよう町の体制を整備します。 

 

【介護給付費通知】 

介護給付費通知により、サービス利用者に実際受けたサービスの確認をしてもらうことで、疑

義があるサービス利用実績等を保険者に申し出てもらい、架空請求や過剰請求を防止します。 

 

【地域密着型サービスの指導・監査体制の充実】 

地域密着型サービスについて指定時の審査や実地指導等のほか、立ち入り検査による監査を行

い、サービスの質の向上や事業の適正な運営の確保を図ります。 
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６ 介護費用の負担区分 

介護保険料算定の基準となる介護保険給付費（介護保険事業総費用から利用者の１割負担分等

を除いたもの）の負担割合は、次のとおりです。 

 

■介護給付の負担区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１号被保険者の標準的な負担は総事業費用の21％になります。 

その他の負担割合は第２号被保険者が29％、公費の負担割合は施設等給付費で国が20％、都

道府県が17.5％、市町村が12.5％、居宅給付費で国が25％、都道府県が12.5％、市町村が

12.5％となります。 

ただし、国における調整交付金の割合は標準的には５％ですが、各市町村の後期高齢者比率や

第１号被保険者の所得水準に応じて変動します。それによって、第１号被保険者の負担割合も変

わることになります。 

 

 

 

 

 

 

 

20.0%

25.0%

17.5%

12.5%

12.5%

12.5%

29.0%

29.0%

21.0%

21.0%

施設等

給付費

居宅給付費

国 

負担割合 

県 

負担割合 

市町村 

負担割合 

第２号被保険者 

（40～64歳）負担割合 

第１号被保険者 
(65歳以上) 
負担割合 

介護給付費総額 

公費 保険料 
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７ サービス給付費実績と見込み 

（１）サービス給付費実績 

平成 21年度から平成 23年度の給付費は、次のとおりです。 

 

◆第４期の居宅・地域密着型・施設サービス給付費の実績（平成 23年度は見込み） 

 （単位：千円） 

介護サービス 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 

（１）居宅サービス    

 ①訪問介護    

 給付費 109,241 119,886 120,954 

②訪問入浴介護    

 給付費 12,690 8,278 10,494 

③訪問看護    

 給付費 41,131 37,630 44,710 

④訪問リハビリテーション    

 給付費 0 0 1,416 

⑤居宅療養管理指導    

 給付費 1,771 2,479 2,365 

⑥通所介護    

 給付費 330,743 356,178 415,952 

⑦通所リハビリテーション    

 給付費 39,908 33,603 38,388 

⑧短期入所生活介護    

 給付費 86,898 128,810 143,046 

⑨短期入所療養介護    

 給付費 4,718 3,826 5,338 

⑩特定施設入居者生活介護    

 給付費 20,161 25,934 35,360 

⑪福祉用具貸与    

 給付費 44,210 46,984 48,667 

⑫特定福祉用具販売    

 給付費 1,836 2,988 2,436 

（２）地域密着型サービス    

 ①夜間対応型訪問介護    

 給付費 0 0 0 

②認知症対応型通所介護    

 給付費 14,839 12,047 9,318 

③小規模多機能型居宅介護    

 給付費 10,277 19,526 25,563 

④認知症対応型共同生活介護    

 給付費 81,404 83,841 120,546 

⑤地域密着型特定施設入居者生活介護    

 給付費 0 0 0 

⑥地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護    

 給付費 0 0 0 

（３）住宅改修    

  給付費 8,829 7,526 8,100 

（４）居宅介護支援    

  給付費 90,984 97,130 99,475 
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介護サービス 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 

（５）施設サービス    

 ①介護老人福祉施設    

 給付費  361,045 375,410 381,566 

②介護老人保健施設    

 給付費 273,020 261,265 228,501 

③介護療養型医療施設    

 給付費 27,181 14,941 24,880 

④療養病床（医療保険適用）からの転換分    

 給付費 0 0 0 

介護給付費小計（Ⅰ） 1,560,886 1,638,282 1,767,076 

 

◆第４期の介護予防・地域密着型介護予防サービス給付費等の実績（平成 23年度は見込み） 

（単位：千円） 

介護予防サービス 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 

（１）介護予防サービス    

 ①介護予防訪問介護    

 給付費 10,853 10,811 11,318 

②介護予防訪問入浴介護    

 給付費 0 0 0 

③介護予防訪問看護    

 給付費 1,098 664 690 

④介護予防訪問リハビリテーション    

 給付費 0 0 0 

⑤介護予防居宅療養管理指導    

 給付費 263 55 86 

⑥介護予防通所介護    

 給付費 30,548 32,467 31,303 

⑦介護予防通所リハビリテーション    

 給付費 4,053 6,723 6,978 

⑧介護予防短期入所生活介護    

 給付費 945 1,275 2,011 

⑨介護予防短期入所療養介護    

 給付費 0 0 0 

⑩介護予防特定施設入居者生活介護    

 給付費 3,839 5,432 3,537 

⑪介護予防福祉用具貸与    

 給付費 712 1,306 1,452 

⑫特定介護予防福祉用具販売    

 給付費 326 313 550 

（２）地域密着型介護予防サービス    

 ①介護予防認知症対応型通所介護    

 給付費 0 0 0 

②介護予防小規模多機能型居宅介護    

 給付費 0 0 0 

③介護予防認知症対応型共同生活介護    

 給付費 0 0 0 

（３）住宅改修    

  給付費 2,049 2,890 3,350 

（４）介護予防支援    

  給付費 6,373 7,244 7,174 

予防給付費小計（Ⅱ） 61,059 69,180 68,449 

 
総給付費小計（Ⅰ＋Ⅱ） 1,621,945 1,707,462 1,835,525 



 

 55 

（２）サービス給付費見込み 

平成 24年度から平成 26年度の給付費は、次のとおり見込まれます。 

 

◆第５期計画期間の居宅・地域密着型・施設サービス給付費の見込み 

 （単位：千円） 

介護サービス 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 

（１）居宅サービス    

 ①訪問介護    

 給付費 149,829 175,020 200,138 

②訪問入浴介護    

 給付費 14,593 18,121 21,499 

③訪問看護    

 給付費 48,548 52,765 56,245 

④訪問リハビリテーション    

 給付費 1,451 1,451 1,451 

⑤居宅療養管理指導    

 給付費 2,247 3,681 5,179 

⑥通所介護    

 給付費 435,445 437,292 445,619 

⑦通所リハビリテーション    

 給付費 51,988 60,528 64,982 

⑧短期入所生活介護    

 給付費 159,217 171,347 184,511 

⑨短期入所療養介護    

 給付費 6,450 7,787 9,065 

⑩特定施設入居者生活介護    

 給付費 44,769 46,667 48,592 

⑪福祉用具貸与    

 給付費 51,149 53,410 55,612 

⑫特定福祉用具販売    

 給付費 3,143 3,143 3,143 

（２）地域密着型サービス    

 ①夜間対応型訪問介護    

 給付費 0 0 0 

②認知症対応型通所介護    

 給付費 0 0 0 

③小規模多機能型居宅介護    

 給付費 33,584 33,584 33,584 

④認知症対応型共同生活介護    

 給付費 142,720 142,720 145,460 

⑤地域密着型特定施設入居者生活介護    

 給付費 0 0 0 

⑥地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護    

 給付費 30,994 147,318 147,318 

⑦定期巡回・随時対応型訪問介護看護    

 給付費 0 0 0 

⑧複合型サービス    

 給付費 0 0 0 

（３）住宅改修    

  給付費 9,788 10,876 11,419 

（４）居宅介護支援    

  給付費 106,498 110,642 114,836 
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介護サービス 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 

（５）施設サービス    

 ①介護老人福祉施設    

 給付費 428,899 428,899 428,899 

②介護老人保健施設    

 給付費 270,361 255,225 255,225 

③介護療養型医療施設    

 給付費 25,405 25,405 25,405 

④療養病床（医療保険適用）からの転換分    

 給付費 0 0 0 

介護給付費小計（Ⅰ） 2,017,076 2,185,881 2,258,181 

 

◆第５期の介護予防・地域密着型介護予防サービス給付費の見込み 

 （単位：千円） 

介護予防居宅サービス 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 

（１）介護予防居宅サービス    

 ①介護予防訪問介護    

 給付費 12,775 13,673 14,813 

②介護予防訪問入浴介護    

 給付費 0 0 0 

③介護予防訪問看護    

 給付費 1,234 2,255 2,806 

④介護予防訪問リハビリテーション    

 給付費 0 0 0 

⑤介護予防居宅療養管理指導    

 給付費 186 274 348 

⑥介護予防通所介護    

 給付費 33,809 35,757 37,769 

⑦介護予防通所リハビリテーション    

 給付費 9,712 12,277 14,843 

⑧介護予防短期入所生活介護    

 給付費 2,225 2,396 2,567 

⑨介護予防短期入所療養介護    

 給付費 0 0 0 

⑩介護予防特定施設入居者生活介護    

 給付費 4,655 4,985 5,170 

⑪介護予防福祉用具貸与    

 給付費 1,463 1,480 1,489 

⑫特定介護予防福祉用具販売    

 給付費 603 603 603 

（２）地域密着型介護予防サービス    

 ①介護予防認知症対応型通所介護    

 給付費 0 0 0 

②介護予防小規模多機能型居宅介護    

 給付費 0 0 0 

③介護予防認知症対応型共同生活介護    

 給付費 0 0 0 

（３）介護予防住宅改修    

  給付費 4,894 4,894 4,894 

（４）介護予防支援    

  給付費 8,024 8,635 9,265 

予防給付費小計（Ⅱ） 79,580 87,231 94,567 

 
総給付費小計（Ⅰ＋Ⅱ） 2,096,655 2,273,111 2,352,748 
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（３）地域支援事業に要する費用額 

 

基本方針 

地域支援事業の費用額は、町の介護保険事業計画において定める各年度の保険給付見込額に、

次表に掲げる率を乗じて得た額の範囲内となります。 
 

①「介護予防事業」 ：次表のＢ欄に掲げる率以内 

②「包括的支援事業＋任意事業」 ：次表のＣ欄に掲げる率以内 

③地域支援事業（①＋②）全体 ：次表のＡ欄に掲げる率以内 

 平成24年度 平成25年度 平成26年度 

地域支援事業 Ａ 

介護予防事業 Ｂ 

包括的支援事業＋任意事業 Ｃ 

３％以内 

２％以内 

２％以内 

３％以内 

２％以内 

２％以内 

３％以内 

２％以内 

２％以内 

 

 

■地域支援事業の費用見込み         （単位：千円） 

事業名 
平成24年度 平成25年度 平成26年度 

費用額 費用額 費用額 

介護予防事業 14,948 16,427 16,987 

 

二次予防事業 12,978 14,457 15,017 

 

二次予防事業の対象者把握事業 2,354 2,454 2,554 

通所型介護予防事業 9,904 11,183 11,543 

訪問型介護予防事業 700 800 900 

二次予防事業評価事業 20 20 20 

一次予防事業 1,970 1,970 1,970 

 

介護予防啓発事業 1,500 1,500 1,500 

地域介護予防活動支援事業 450 450 450 

一次予防事業評価事業 20 20 20 

包括的支援事業 28,172 28,172 28,172 

任意事業 14,580 18,701 20,441 

 

介護給付等費用適正化事業 500 550 600 

 

ケアプランチェック 0 0 0 

介護給付費通知 500 550 600 

その他の事業 0 0 0 

家族介護支援事業 14,050 18,111 19,791 

 

家族介護教室 300 300 300 

認知症高齢者見守り事業 70 70 70 

家族介護継続支援事業 13,680 17,741 19,421 

その他の事業 0 0 0 

その他事業 30 40 50 

 

成年後見制度利用支援事業 0 0 0 

福祉用具・住宅改修支援事業 30 40 50 

地域自立生活支援事業 0 0 0 

その他の事業 0 0 0 

合計 57,700 63,300 65,600 
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（４）標準給付費及び地域支援事業費の推計 

 

■標準給付費及び地域支援事業費の推計      （単位：千円） 

 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 

 総給付費（合計）＝（Ⅰ）＋（Ⅱ） 2,096,655 2,273,111 2,352,748 

特定入所者介護サービス費等給付額 86,300 109,000 111,000 

高額介護サービス費等給付額 36,000 38,000 39,000 

高額医療合算介護サービス費等給付額 3,600 3,816 4,045 

算定対象審査支払手数料 2,255 2,691 2,785 

標準給付費見込額 2,224,810 2,426,618 2,509,578 

地域支援事業費 57,700 63,300 65,600 

総計 2,282,510 2,489,918 2,575,178 

 

 

■給付費の推移【参考】 

1,709,186 1,804,360
1,942,724

2,282,510
2,489,918 2,575,178

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

(千円)

 

 

※平成 23年度以降は見込み 

※総給付費に高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、特定入所者介護サービス費、審査支払手数料

等を含む。 
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８ 第１号被保険者の介護保険料 

介護保険給付費等の約21％を負担することになる第1号被保険者の保険料は、所得段階に応じ

て負担割合が定められ、基準額にその負担割合を乗じた額が、保険料額となります。 

被保険者の保険料負担能力には大きな差があることから、第４期計画で保険料段階を6段階か

ら7段階へと細分化し、負担能力の高い層の保険料負担割合として基準額の1.75倍を設定しまし

た。第5期計画ではこれをさらに8段階に細分化し、各段階の負担割合を下表のように設定しまし

た。 

 

■各保険料段階の対象者及び負担割合 

所得段階 対 象 者 負担割合 

第１段階 生活保護者、町民税世帯非課税で老齢福祉年金受給者 0.50 

第２段階 
町民税世帯非課税で合計所得金額と課税年金収入額の合計

が年間 80万円以下の方 
0.50 

第３段階 町民税世帯非課税で第２段階対象者以外の方 0.75 

第４段階 

世帯町民税課税で本人町民税非課税者であり合計所得金額

と課税年金収入額の合計が 80万円以下の方 
0.90 

世帯町民税課税で本人町民税非課税者であり合計所得金額

と課税年金収入額の合計が 80万円を超える方 
1.00 

第５段階 町民税課税者で合計所得金額が 125万円未満の方 1.25 

第６段階 
町民税課税者で合計所得金額が125万円以上200万円未

満の方 
1.50 

第７段階 
町民税課税者で合計所得金額が200万円以上400万円未

満の方の方 
1.75 

第８段階 町民税課税者で合計所得金額が 400万円以上の方 2.00 

 

壬生町の平成24年度から26年度までの3年間の介護サービス給付額等の見込みは、総額約73

億5千万円と推計されます。 

第1号被保険者負担分は、総給付額から公費及び第2号被保険者負担分を除いた約17億円と見込

まれます。第1号被保険者負担分に介護給付費準備基金を繰入れて算出した壬生町の第5期の介護

保険料基準額は、55,200円／年となりました。 

  




